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利用者からも好評！ 

東久留米市ファミリー・アテンダント事業 
 

市では令和６年１２月から、主に生後５カ月から１歳を迎える月までのお子

さんを養育する家庭への新たな子育て支援として、「東久留米市ファミリー・ア

テンダント事業」を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業概要 

同事業は、２つの訪問支援から成り立っています。利用は基本無料です。 

①見守り訪問員による定期訪問 

月１回、市の委託を受けた見守り訪問員が事前に予約した日時に自宅を訪問。

子育て状況・悩みなどの聞き取りや子育て情報などの提供を行います。毎回の訪

問後に、育児用品カタログの中から選んだ育児用品（おむつ・離乳食など）が無

料で届きます。 

【利用した方の声】 

・優しく話を聞いてくれて、いろいろ子育てに関して相談できた。 

・事業を利用して、ふだん使っていないおむつや育児用品を試すことができた。 

（次ページへ続きます） 

 

伴走支援の様子 
インタビュー動画 

撮影時の様子 
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②伴走支援員による育児の伴走支援 

①を受けた方を対象に、市から委託を受けた伴走支援員が自宅へ訪問。月１回、

最大３時間まで、家事・育児に関するさまざまな活動を保護者の方と一緒に支援

します。満３歳まで延長して受けることが可能です。 

【利用した方の声】 

・こどもを見ながらだとできない片づけや洗濯といった家事を支援員の方にサ

ポートしてもらえるので、かゆいところに手が届くサービスだと思う。 

・たまっていた家事をこなせてすっきりした。月１回でも助かる。 

 

【インタビュー動画公開中】 

 市公式動画チャンネルでは、利用した方へのインタビュー

ショート動画を公開しています。あわせてご覧ください。 

https://youtube.com/shorts/dpgJiBhnLgI?si=u-1IDNgFiJ-

Hh01E 

 
                     

■問い合わせ先  

こども家庭センター長・傳 電話０４２・４２０・６７４６ 


